
（平成２３年１１月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

北海道厚生年金 事案 4220 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成15年５月及び同年７月から同年９月までは26万円、同年10月は28万円、

同年 11月は 26万円、同年 12月は 28万円、16年１月から同年５月までは 26

万円、同年６月は 30万円、同年８月は 26万円、同年９月は 30万円、同年 10

月は 28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保

険の被保険者資格喪失日に係る記録を平成 17 年１月１日に訂正し、申立期間

②の標準報酬月額を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 14年 10月１日から 16年 12月１日まで 

② 平成 16年 12月 31日から 17年１月１日まで 

申立期間①はＡ社に勤務していたが、標準報酬月額の記録が実際に支給さ

れていた給与額よりも低額となっている上、賞与も１年に１回又は２回支給

されていたが、標準賞与額の記録が無い。申立期間①の標準報酬月額の記録

を訂正するとともに、賞与が年金給付に反映されるようにしてほしい。 

また、申立期間②については、厚生年金保険の加入記録が無いが、Ａ社に

は平成 16年 12月 31日まで勤務し、同年 12月分の厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたはずなので、申立期間②について厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、申立期間①のうち平成 15年５月、同年７月から 16年６月ま

での期間及び同年８月から同年 10 月までの期間に係る標準報酬月額につい

ては、申立人から提出された給料支払明細書、Ｂ税務署が保管する給料支払

明細書（写し）及び離職票（写し）で確認できる報酬月額から、15 年５月

及び同年７月から同年９月までは 26 万円、同年 10 月は 28 万円、同年 11

月は 26万円、同年 12月は 28万円、16年１月から同年５月までは 26万円、

同年６月は 30万円、同年８月は 26万円、同年９月は 30万円、同年 10月は

28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、当時の事業主は、「社会保険事務所（当時）の記録に基づ

いた額で納付していた。」と供述しており、事業主はオンライン記録どおり

の届出を行ったと認められることから、その結果、社会保険事務所は、当該

標準報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人は

Ａ社に平成 16年 12月 31日まで継続して勤務していたと認められる。 

また、当時の事業主は、「申立人に毎月支払っていた給与から当月分の厚

生年金保険料を控除していたと記憶している。また、申立人の厚生年金保険

の被保険者資格の喪失日を雇用保険の離職日と同一日であるとする誤った

届出を行ったものと考えられる。」と供述している上、平成 16年 12月の賃

金が記載されている離職票（写し）により申立人は同年 12 月の給料をＡ社

から支給されていたことが確認できるとともに、当該給料支払明細書から確

認できる同年１月から同年９月まで控除されていた厚生年金保険料、健康保

険料及び雇用保険料と同額の各保険料が同年10月から同年12月まで控除さ

れていたとして試算した各保険料の１年間の合計額は前記税務署が保管し

ている所得税の確定申告書の社会保険料の額と一致することを踏まえると、

申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、前記税務署が保管する離職

票（写し）に記載されている平成 16年 12月の賃金額から 26万円とするこ

とが妥当である。 



 

また、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、「申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失

日は国の記録（平成 16年 12月 31日）どおりに届け出た。」と供述している

ことから、社会保険事務所は、申立人に係る平成 16年 12月の厚生年金保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間①のうち、平成 14年 10月から 15年４月までの期間、同年６月、

16年７月及び同年 11月については、申立人から提出された給料支払明細書

並びに前記税務署が保管する所得税の確定申告書、給料支払明細書（写し）

及び離職票（写し）において確認又は推認できる申立人の当該期間に係る報

酬月額又は厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額のいずれか低い方

の額が、オンライン記録における標準報酬月額よりも低額である又はこれと

一致していることから、当該期間については、特例法の保険給付の対象に当

たらないため、あっせんは行わない。 

４ 申立人は、「１年に１回又は２回賞与が支給されていた。」と主張している

ところ、標準賞与額が厚生年金保険の年金額の計算の基礎とされることとな

った平成 15 年４月以降の期間について、ⅰ）申立人は、同年４月１日から

Ａを退職するまで同社から支給された賞与の額を「手取りで 20万円又は 25

万円」、支給日については「分からない。」と述べているが、申立人に賞与が

支給されたこと、及び賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されてい

た事実を確認できる関連資料が無いこと、ⅱ）当該給料支払明細書から交通

費を除いた 15 年の報酬月額の合計額及び前記税務署が保管する確定申告書

で推認できる交通費を除いた報酬額からは申立人が主張する賞与支給額が

確認できないこと、ⅲ）前記税務署が保管する 16 年１月から同年９月まで

の給料支払明細書（写し）及び同年 10月から同年 12月までの賃金額が記入

された離職票（写し）で確認できる交通費を除いた報酬月額を合計した額と

同年分の所得税の確定申告書（写し）で確認できる給与収入金額とが一致し

ていること、ⅳ）当時の事業主は、「申立期間当時、会社は経営が苦しく、

申立人に賞与を支払うことができなかったと記憶している。」と供述してい

ることを踏まえると、申立期間において、申立人が賞与から厚生年金保険料

を事業主により控除されていたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 4221 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額を、平成 14年 12月から 15 年９月まで

は 41万円、同年 10月から 17年６月までは 36万円に訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14年 12月１日から 17年７月 31日まで 

Ａ社で役員として勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、

従前に比べ大幅に低下していることを年金事務所からの連絡で知った。 

当時の給料台帳等を所持しているので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月

額は、当初、平成 14 年 12月から 15年９月までは 41万円、同年 10月から 17

年６月までは 36万円と記録されていたところ、同年１月６日付けで、14年 12

月１日に遡って９万 8,000円に引き下げられ、同保険の被保険者資格喪失日で

ある 17年７月 31日まで継続していることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、当該事業所の代表取締役及び経理事務責任

者である役員の標準報酬月額についても、当該処理日において、標準報酬月額

が遡って減額訂正されていることが確認できる。 

さらに、滞納処分票により、申立期間当時、当該事業所において厚生年金保

険料等の滞納があったことが確認できる上、当時の経理事務責任者である役員

は、「当時、会社の経営は厳しい状況であり、厚生年金保険料を滞納していた。

役員の標準報酬月額の引下げについては、社会保険事務所の職員の指示に従っ

て行った。届出書には社長が押印したと思う。」と回答している。 

加えて、申立人から提出された平成 14年 12 月から 15年６月までの給料台

帳により、申立人に係る当該期間の報酬月額に見合う標準報酬月額は 41 万円



 

であることが確認できる上、年金事務所から提出された 16 年の健康保険厚生

年金保険被保険者報酬月額算定基礎届によると、申立人に係る同年の標準報酬

月額について 36万円と記載されていることが確認できる。 

一方、申立人は、当該減額訂正処理日において当該事業所の役員であったと

ころ、複数の同僚は、「申立人は役員であったが、Ｂ業務に従事しており、社

会保険手続事務には関与していなかった。」と供述していることから、申立人

は当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、平成 17 年１月６日付けで行われた標準報酬

月額の遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、14年 12月１日に遡っ

て標準報酬月額の減額訂正処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立人の申

立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められな

い。このため、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、同年 12月から 15年９月までは

41万円、同年 10月から 17年６月までは 36万円に訂正することが必要と認め

られる。 



 

北海道厚生年金 事案 4222 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

昭和 57年７月から同年 10月までの期間及び同年 12月を 10万 4,000円、平成

元年７月を 16万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年７月１日から 58年１月１日まで 

② 平成元年７月１日から同年８月１日まで 

③ 平成６年１月１日から同年２月１日まで 

昭和 57年５月 11日にＡ社に入社し、同年７月１日から同社を退職した平

成６年３月 29日までの期間は、同社において厚生年金保険に加入していた。 

しかし、申立期間①、②及び③について、当時の給与明細書によると、年

金記録における標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額よりも高い厚生年

金保険料が給与から控除されている。 

全ての申立期間について、正しい標準報酬月額に記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①、②及び③について、申立人は、標準報酬月額の相違について申

し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づ

く標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①のうち、昭和 57年７月から同年 10月までの期間及

び同年 12 月、並びに申立期間②に係る標準報酬月額については、申立人から



 

提出された給与明細書において確認できる報酬月額から、57 年７月から同年

10月までの期間及び同年 12月は 10万 4,000円、申立期間②は 16万円とする

ことが妥当である。 

なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、商業・法人登記簿謄本によると、Ａ社は既に解散していることが確認で

きる上、事業主は不明と回答しており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらない

ことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①のうち昭和 57年 11月及び申立期間③については、前述の

給与明細書により、申立人は、オンライン記録における標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料額を上回る厚生年金保険料が事業主により給与から控除され

ていたことが確認できるものの、当該期間における報酬月額に見合う標準報酬

月額は、オンライン記録と一致又は下回っていることが確認できることから、

特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



北海道国民年金 事案 2177 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年９月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生  年  月  日 ： 昭和 27年生  

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間 ： 昭和 57年９月から 61年３月まで 

私は、昭和 57年８月に会社を退職し、Ａ市役所で国民年金に任意加入し、

保険料は同市役所の窓口で納付した。 

一度、国民年金保険料の未納期間について、はがきで通知を受けたため、

数か月分をまとめて納付したことがあり、同市役所に電話で納付を確認した

覚えがある。 

申立期間の国民年金保険料が未納であることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 57 年８月に勤めていた会社を退職し、その後、Ａ市におい

て国民年金に任意加入したと述べているところ、申立人の国民年金手帳記号番

号は、前後の同手帳記号番号の被保険者状況調査等により第３号被保険者とな

った 61 年６月頃に払い出されたものと推認できる上、申立人に対し、別の同

手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立人は申立期間

について国民年金に未加入で、当該期間の保険料を納付することはできなかっ

たものと考えられる。 

また、ⅰ）申立人がＡ市に転居したのは、昭和 58 年３月６日であることが

戸籍の附票により確認でき、それ以前には同市で国民年金の加入手続は行うこ

とができず、任意加入者は任意加入の申出を行った日に被保険者資格を取得す

ることから、遡って保険料を納付することができないこと、ⅱ）未納となって

いた保険料について納付勧奨を受け、数か月分の保険料をまとめて納付したと

しているところ、申立期間は現在においても国民年金の未加入期間であり当該

期間について保険料の納付勧奨を受けることは考え難く、申立人の申立内容は

不自然である。 



さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道国民年金 事案 2178 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 27年生  

        住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間  ：  昭和 60年４月から 61年３月まで 

私は申立期間当時の家計簿を所持しており、その家計簿に国民年金保険料

を納付していた記載がある。 

申立期間当時、夫はＡ店を経営しており、私と同じく国民年金に加入して

いたが、夫は自分の国民年金保険料を店の売り上げから納付していたはずな

ので、家計簿に記載された保険料は私の保険料であることを示しており、私

の申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳及びＢ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿

により、申立人は、昭和 59 年１月４日付けで国民年金の被保険者資格を喪失

し、61 年４月１日付けで再加入していることが確認できることから、申立人

は、申立期間について国民年金に未加入であり、当該期間の国民年金保険料を

納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す資料と

して提出した昭和 58 年１月から 59 年３月までの期間及び 60 年４月から 61

年 12月までの期間の家計簿を検証すると、「Ｃ国民年金」として記載された月

の保険料額は、Ｂ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿により確認できる納

付月及び納付金額と一致し、「国年」または「国民年金」と記載された月の保

険料額は、申立人の夫の同被保険者名簿により確認できる納付月及び納付金額

と一致していることから、家計簿に記載する際、夫婦いずれの保険料かを区別

して記載していたことがうかがえ、申立期間である 60年４月から 61年３月ま

での家計簿の記載は、いずれの月も「国年」または「国民年金」と記載され、

同被保険者名簿の申立人の夫に係る納付記録と一致している。 



さらに、申立人から提出された当該家計簿のうち、昭和 60 年４月に記載さ

れている国民年金保険料額４万 3,540円は、同年同月２日に納付された申立人

の夫の 59年９月から 60年３月までの保険料と同額であることから、家計簿に

記載された保険料は申立人のみの保険料だとする申立人の主張は、不自然であ

る。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道国民年金 事案 2179 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53年４月から 61年３月までの付加保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月から 61年３月まで 

私の国民年金について、Ａ市の職員であった私の夫が昭和 53 年４月に加

入手続を行い、保険料は、毎月、夫の給与から控除されていた。 

国民年金の加入手続を行った数日後に、夫が、夫の職場の同僚から付加年

金への加入を勧められ、付加保険料も納付する手続を行ってくれたので、申

立期間は、付加保険料も定額保険料と一緒に夫の給与から毎月控除され、納

付していたはずである。 

申立期間が付加年金に未加入で、付加保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の夫が、申立期間に係る付加年金の加入手続を行い、付加

保険料は定額保険料と共に夫の給与から控除され納付していたとしていると

ころ、ⅰ）申立人が居住していたＡ市における申立人の国民年金被保険者名簿

において、申立人が付加年金に加入した記録が無く、定額保険料のみ徴収して

いることが記録されていること、ⅱ）同市で収納した国民年金保険料を記録し

た昭和 57年度から 60年度までの「期別検認状況」リストにより、申立人の納

付した保険料額が定額保険料の金額と一致し、付加保険料は含まれていないこ

とが確認できること、ⅲ）申立人が所持する年金手帳に申立期間に係る付加年

金に加入したことの記録が無いこと、ⅳ）特殊台帳（マイクロフィルム）にお

いて、申立人が付加年金に加入した記録が無いことから、申立期間について、

申立人が付加年金の加入手続を行った形跡が見当たらず、付加年金に未加入で、

付加保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立期間の国民年金保険料を収納していたＡ市が、申立期間の 96 か



月という長期間にわたって、申立人の納付記録を誤って記録していたとは考え

難い上、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の付加保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 

 



北海道国民年金 事案 2180 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年 10月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 10月から同年 12月まで 

申立期間について、国民年金保険料の申請免除期間とされているが、私は

免除申請手続を行っておらず、国民年金保険料を納付できない経済状況では

なかったので、保険料を納付しているはずである。 

申立期間の国民年金保険料が申請免除期間とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、免除申請手続を行っておら

ず、保険料を納付しているはずであると述べているが、オンライン記録により、

平成９年 11 月 10 日に当該期間の免除申請が行われ、10 年２月３日に当該免

除申請の承認処理が行われていることが確認でき、その記録に不自然さは見ら

れない。 

また、申立期間は基礎年金番号制度が導入された平成９年１月以降の期間で

あり、この頃には年金記録業務のオンライン化、電算による納付書作成、領収

済通知書の光学式読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が進んで

いることから、記録漏れ、記録誤り等があったものとは考え難く、仮に申立期

間の国民年金保険料が納付されていたとすると、当該期間の保険料が納付済み

とされるか又は納付された保険料が還付されるかのいずれかの処理が行われ

ているはずであるが、オンライン記録においてその形跡は確認できない。 

さらに、申立人が国民年金保険料を納付した事実を確認できる資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、ほかに保険料が納付されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道国民年金 事案 2181 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年８月から７年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月から７年 10月まで 

私は平成３年７月にそれまで勤務していた職場を退職し、国民年金の加入

手続を行った後、１年ぐらいは送付されてきた納付書で国民年金保険料を納

付していたと思うが、その後、保険料の納付が滞り、Ａ市役所の嘱託職員が

保険料の集金のために自宅に来るようになったので、その集金人に保険料を

納付していた。 

また、平成７年 12 月に、Ａ市営住宅への入居の申込みを行った際、公的

支払いに滞納があると申込みできないと言われたので、同市役所の国民年金

課でそれまでの未納分の国民年金保険料（20万から 30万円）の納付書を発

行してもらい、同市役所内に設置されていた金融機関で当該保険料を一括納

付し、同市営住宅への入居の申込みを行ったことを覚えている。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 51 か月と長期間であり、申立人が申立期間当時に居住していた

Ａ市の国民年金被保険者名簿において、当該期間の国民年金保険料の納付が確

認できないこと、及びオンライン記録により、申立期間に係る平成３年８月１

日付け国民年金被保険者資格取得、７年 11 月 13日付け同資格喪失の記録が、

７年 12 月７日に追加処理されていることが確認できることから、申立人は、

申立期間当時は国民年金に未加入であり、国民年金保険料を納付することがで

きなかったものと考えられる。 

また、申立人は、国民年金保険料を納付したとする集金人はＢであり、期間

や金額に関係なく、毎月払える金額を集金人に納付していたと主張しているが、

Ａ市では、ⅰ）申立期間の大半を含む平成４年４月から 14 年３月まで、国民



年金保険料の徴収を目的として雇用していた嘱託職員はＣであった、ⅱ）申立

期間当時、国民年金保険料を１か月ごとの納付書により収納していたため、期

間や金額に関係なく保険料を徴収することはなかったとしており、これらのこ

とは申立人の主張と一致しない。 

さらに、申立人は、平成７年 12 月に、市営住宅への入居の申込みを行った

際、公的支払いに滞納があると申込みできないと言われたので、それまでの未

納分の国民年金保険料（20 万円から 30万円ぐらい）の納付書を、Ａ市役所で

発行してもらい、当時、同市役所内に設置されていた金融機関で当該保険料を

納付したと主張しているが、公的支払いの種類には国民年金保険料は含まれて

いない上、Ａ市では、国民年金の過年度保険料の納付書を発行しておらず、同

市役所の窓口及び当時同市役所内に設置されていた金融機関では過年度保険

料の収納は行っていなかったとしており、これらのことも申立人の主張とは一

致しない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道国民年金 事案 2182 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の平成２年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年１月から同年３月まで 

    私は、平成元年 12 月にそれまで勤務していた職場を退職したことから、

Ａ町役場（現在は、Ｂ市役所）で国民年金の加入手続きを行い、申立期間の

国民年金保険料を同役場で納付したはずである。 

  その後、厚生年金保険の被保険者期間を経て、平成４年７月に国民年金の

再加入手続を行った際、３年 10 月分の国民年金保険料が未納であることを

聞き、同年同月分の保険料を納付しているが、当該再加入手続の時点で、申

立期間の保険料が納付済みであることについても確認しているはずである。  

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、同手帳記号番号払出管理簿及びその前後

の同手帳記号番号の被保険者状況調査により、申立人が平成３年 11 月から居

住していたＣ市において、４年 7月又は同年８月頃に払い出されたものと推認

でき、その時点で、申立期間は時効により国民年金保険料を納付できない期間

である上、申立人に対し、別の同手帳記号番号が払い出された形跡も見当たら

ない。 

また、申立人は、Ａ町役場で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料を納付したとしているところ、Ｂ市では、申立人に係る国民年金被保

険者名簿が存在せず、申立人が同市において国民年金に加入していた形跡が見

当たらないほか、国民年金の加入手続に関する申立人自身の記憶も定かではな

い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい



たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生  

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年１月１日から同年７月 20日まで 

昭和 42年１月１日から平成４年３月 31日までＡ社で勤務していたが、申

立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社は、平成４年４月１日に厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなっていることが確認できるとともに、当時、代表取締役

及びＢ職であった者は既に死亡している上、商業・法人登記簿謄本により同社

の後継事業所であることが確認できるＣ社は、「申立人に関する書類は保管さ

れていない。」と回答しており、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生

年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚３人のうち生存及び所在が確認できた一人

に照会したが回答を得られず、他の二人は、申立期間においてＡ社で厚生年金

保険の加入記録が無いことから、オンライン記録により、申立期間において同

社で同保険の加入記録が確認できる３人に照会したところ、このうち一人は、

「申立人は、申立期間当時会社の業務を行っていなかった。」と供述し、他の

二人は、「申立人の申立期間当時の勤務実態等は分からない。」と供述しており、

申立人の申立内容を裏付ける供述を得ることができない。 

加えて、申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録は確認できない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主



 

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4224 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年５月１日から 50年１月頃まで 

② 平成３年４月頃から４年 11月頃まで 

③ 平成５年４月頃から６年 11月頃まで 

④ 平成６年 12月頃から８年 12月頃まで 

申立期間①は、Ａ社でＢ業務に従事していた。 

申立期間②は、Ｃ社でＢ業務に従事していた。 

申立期間③は、Ｄ社でＥ業務に従事していた。 

申立期間④は、Ｆ社でＢ業務に従事していた。 

全ての申立期間について、給与から厚生年金保険料が控除されていたと思

うので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、Ａ社は、厚生年金保険の

適用事業所であった形跡が無い上、同社の所在地を管轄する法務局において

も商業・法人登記が確認できないほか、申立人は、同社の事業主及び同僚の

名前を記憶していないことから、申立人の申立期間①における勤務実態及び

厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、申立人は、当該事業所について、個人事業所であったかも知れない

旨供述しているほか、当時の従業員数は二人であったとしていることから、

申立期間①当時、当該事業所は厚生年金保険法第６条に規定する適用事業所

の要件を満たしていなかったものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間①に係る申立ての事実について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、Ｃ社が保管している雇入通知書兼雇用契約書及び雇



 

用保険の被保険者記録並びに複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、

申立期間②のうち、平成３年４月１日から同年 12 月末日までの期間におい

て、同社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、当該事業所は、「申立人が当社で勤務していた期間は、臨

時雇用の準社員という扱いであり、雇用契約書から確認できる勤務日数によ

ると、社会保険に加入できない雇用形態であった。このため、申立人に係る

厚生年金保険の加入手続をしておらず、同保険料を給与から控除していなか

った。その後、申立人は個人事業主（Ｇ事業所）として独立したため、雇用

契約が終了した。」と回答している。 

また、オンライン記録により、申立期間②当時、当該事業所において厚生

年金保険被保険者記録が確認できる同僚のうち、回答が得られた同僚の一人

は、前述の当該事業所と同様の回答をしているほか、当該同僚は、自身の雇

用形態について、「正社員であった。」と回答している。 

さらに、回答が得られたいずれの同僚からも、申立人の申立期間②におけ

る厚生年金保険料の給与からの控除について、具体的な供述を得ることがで

きない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③について、オンライン記録によると、Ｄ社は、厚生年金保険の

適用事業所であった形跡が無い上、同社の所在地を管轄する法務局において

も商業・法人登記が確認できないほか、申立人は、同社の事業主及び同僚の

名前を記憶していないことから、申立人の申立期間③における勤務実態及び

厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、申立人に係る雇用保険の被保険者記録によると、平成６年７月１日

から同年 12月 20日までの期間において、申立事業所とは別の事業所におい

て被保険者記録が確認できる。 

なお、オンライン記録から、申立ての事業所と同じ事業所名で所在地が異

なる厚生年金保険の適用事業所に照会したところ、「当社では、申立ての所

在地において、事務所及び作業所等を設置したことがない。」と回答してい

る。 

このほか、申立人の申立期間③に係る申立ての事実について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ 申立期間④について、申立人のＦ社における従事業務に関する供述及び複

数の同僚の供述から判断すると、入社日及び退社日の特定はできないものの、

申立人が申立期間④中に同社で勤務していた状況はうかがえる。 

しかしながら、当該事業所は平成 10 年４月２日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっている上、当時の事業主は既に死亡しているほか、同社から

回答を得られなかったことから、申立人の申立期間④における勤務実態及び



 

厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、オンライン記録によると、当該事業所は、平成７年４月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっていることが確認できることから、申立期間④

のうち、６年 12 月頃から７年４月１日までの期間において、同保険の適用

事業所でなかったことが確認できる。 

さらに、回答が得られた複数の同僚からは、申立人の申立期間④における

厚生年金保険料の給与からの控除をうかがわせる供述を得ることができな

かった。 

このほか、申立人の申立期間④に係る申立ての事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

５ 申立期間②、③及び④について、Ｈ市が保管する国民健康保険の加入記録

によると、申立人は昭和 61 年３月１日から平成９年１月７日までの期間に

おいて、国民健康保険の被保険者であったことが確認できる。 

６ 申立人は、全ての申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が無く、厚生年金

保険料が給与から控除されていたことに関する具体的な記憶もない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、全ての申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 4225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年９月 21日から同年 10月１日まで  

厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間の加入記録が無いと

の回答をもらったが、申立期間以前から現在までＡ県内の事業所に継続して

勤務しており、申立期間は、昭和 49年 10月１日付けでＢ事業所からＣ事業

所（現在は、Ｄ事業所）に異動した時期に当たる。 

申立期間当時の源泉徴収票を所持しているので、申立期間について、厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された昭和 49 年分給与所得の源泉徴収票及びＡ県事業所連

合会から提供された加入者台帳（給与記録）によると、申立人は、申立期間及

びその前後の期間において、Ｂ事業所及びＣ事業所に継続して勤務していたと

認められる。 

しかしながら、Ｂ事業所及びＣ事業所は、申立人の申立期間に係る厚生年金

保険料が給与から控除されていたことを確認できる資料が無く、申立期間当時

の厚生年金保険の適用状況が不明である旨回答している上、Ａ県事業所連合会

は、「当連合会は、事業所職員が法人格の異なる各事業所において異動する際

に就職及び退職を繰り返すことの不利益をなくすための補助を行っている。し

かし、各事業所における厚生年金保険の適用及び同保険料の控除には関与して

おらず、これを確認できる資料も無い。」と回答していることから、申立人の

申立期間における厚生年金保険の適用及び同保険料控除の状況について確認

できない。 

また、申立人は、「申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されてい

た。」と主張しているものの、申立人から提出された昭和 49年分給与所得の源



 

泉徴収票によると、申立人のＢ事業所における給与から控除された社会保険料

の額は、当時の８か月分の健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料とおお

むね一致していることから、申立人は、申立期間に係る同年９月分の厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていないことが推認できるとともに、

Ｃ事業所においても、同様に、申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除

されていないことが推認できる。 

さらに、前述の源泉徴収票において、申立人は、昭和 49年９月 30日にＢ事

業所を退職し、同年 10 月１日にＣ事業所に就職している旨の記載が確認でき

る一方、Ｄ事業所から提出された発令簿においては、申立人が申立期間以前の

同年９月 14日にＣ事業所のＥ職に任命されている記載となっている。しかし、

上記発令簿と同様に、Ｄ事業所から提出されたＥ職の人件費に係る昭和 49 年

度総勘定元帳及び「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準

報酬決定通知書」により、当時、Ｃ事業所は、申立人の申立期間に係る給与を

支払っておらず、同年 10 月以後の給与を支払っており、事業主がオンライン

記録どおりの届出を行ったことが確認できる上、申立人は、申立期間に係る雇

用保険の加入記録も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


